
 

 

 

 

 

 

「夏の思い出」を抱いて！ 
 

大大変変おお待待たたせせいいたたししままししたた！！  

昨年１２月１日から始まった校庭拡張芝生化工事は、今年４月に

完成しました。しかし芝の根付きの関係から、校庭内へは立ち入り

禁止にせざるを得ませんでした。その間、体育館と正面玄関前広場

とプール前駐車場の３カ所をローテーションで学年ごと振り分け、

何とかしのいできました。子ども達のストレス蓄積も富士山並にな

った時期もありました。特に卒業生（中１）は成長盛りでしたので

それが顕著に爆発していました。申し訳ないことだといつも痛感し

ていました。しかしその我慢もすべて①緑化推進②温度上昇の抑制③砂ぼこりの抑制④水はけの改善⑤

外で遊ぶ子どもの増加⑥安全性の向上⑦自然・環境学習の場。以上の７点の効果をもたらす芝生化校庭

に期待していたからです。 

““ジジャャーーンン！！！！””そしてついに６月２９日（月）、待望の校庭使用にこぎ着くことができました。登

校後８時２０分全校児童・全教職員が校庭に集まり芝生化校庭オープニングセレモニーが開催されまし

た。上野教育長さんから引き渡し書類が手渡された瞬間、１０ｍのメタルテープ花火が打ち上げられま

した。次は私のあいさつでしたが、どよめきがすごすぎて戸惑うほどでした。内田児童会長、教育長さ

んの祝辞と続き、校歌を全員で高らかに歌い、その後教頭先生の使用開始宣言とともに２５連発の花火

が打ち上げられました。最後に５０個のパラシュートが降下する花

火が打ち上げられると同時に、５８３名の児童が本当にうれしそう

に一斉に芝生の中に入っていきました。 

休み時間や放課後に、はだしで遊んだり、寝転がることの出来る校

庭の完成は喜びでいっぱいです。甲斐市、教育委員会をはじめ、地

域の方々、保護者の皆様への感謝はもちろんのこと、とりわけ竜地

の溜め池の一部を、学校のために提供することを決断していただい

た管理組合の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

『東（あずま）マラソングランプリ』始まる 

６月２９日の芝生化グランド使用開始に伴い、児童会体育委員会が『東マラソングランプリ』を計画

しました。６月２３日の昼休みに希望者が体育館に集まり、体育委員会からその説明を受けました。コ

ースは「溜め池コース」と「芝生トラックコース」が設定され、各自の体力により自由に参加・選択で

きるようになっています。約３００名が参加希望をし、２５日に第１回目が号砲とともに開始されまし

た。７月１０日まで、１周を溜め池は２ｋｍ、トラックは１ｋｍとみなし、４２．１９５ｋｍのフルマ

ラソンを目指します。 
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ご家族・ご近所でお出かけください。～音楽発表会～ 
毎日校舎が歌声や器楽の音に包まれています。それは、音楽の時間や学級 
の時間を利用し、各学年が７月３日の音楽発表会に向けての取り組みを行 
っているからです。すでに各家庭に通知が配布されていますが、全校・学 
年による合唱や合奏の発表があります。是非ご近所お誘いの上ご来校いた 
だき、午後の一時を楽しんでいただければ幸いです。 

日時：７月３日（金）開場１３：４５ 開演１４：００（１５:１５終了予定）終了後学級懇談会

一昨年、校庭に隣接する竜地の大溜め池全面改修工事が完了し、昨年度から今年度にかけて校庭拡張

芝生化工事が完成しました。このことを踏まえ、今年度の双葉東小学校学校経営方針の努力点のひとつ

として『時間・空間・仲間の“３間づくり”』の推進を掲げました。

また、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプスを眺望できる竜

地の大溜め池を教育に取り入れない手はありません。そのような

状況の中で体育主任を中心に、芝生化校庭と竜地の大溜め池の周

辺を利用しての『東マラソングランプリ』が実現しました。特色

ある双葉小学校教育の創造の一歩だと考えます。これまでも、竜

地の大溜池を道徳教材として取り上げた学級もありましたが、今

後も他の教科でも、その活用を図っていきたいと考えています。 
 

学校評議員委嘱式が行われる 

６月１５日（月）双葉公民館において、甲斐市１６小中学校の学校評議員委嘱式が行われました。そ

の後市教委から学校評議員制度の説明があり、山梨県立大学堀井教授から「学校評価における関係者の

役割」について学びました。 
改めて制度の趣旨を説明させていただきます。この学校評議員制度は学校・家庭・地域が連携協力し

ながら一体となって、子どもの健やかな成長を担っていくため、地域に開かれた学校づくりをより一層

推進する観点から全ての小中学校に設置されました。これにより、学校や地域の実情に応じて学校運営

に関し保護者や地域住民の意向を把握・反映しながら、その協力を得ると共に学校としての説明責任を

果たしていくことが出来るようにするものです。学校評議員は、合議制の機関ではありません。校長の

求めに応じて、一人ひとりがそれぞれの責任において意見を述べるものです。 
今年度の学校評議員は以下の６名の方にお願いしました。 
今後、ＰＴＡの正副会長さんとも協力して、児

童・保護者の皆さんのアンケートや学校職員の

自己評価などの結果から、学校の進むべき方向

等もご示唆いただく『学校関係者評価委員会』

の委員にもなっていただきます。各種学校行事

や道徳の授業公開などへもご参加いただきご意

見を伺うこともあります。 
この６名の方々への感謝とこのような学校評

議員制度につきまして是非ご理解下さいますようお願い申し上げます。 
 

 区   分 氏    名 
Ｐ Ｔ Ａ 関 係 乙 黒   健 
Ｐ Ｔ Ａ 関 係 長谷部  集 
学区内識見者 石 塚 邦 夫 
学区内識見者 大 澤 健次郎 
社会教育関係 中 村 めぐみ 
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